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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
光源から出射された光束を測定光と参照光に分割し、測定光束を被検物に導き，参照光を
参照光学系に導いた後、前記被検物から反射された測定光と参照光とが合成された光のス
ペクトル情報を受光素子により検出する干渉光学系と、
　測定光と参照光の光路長差を調整するために前記参照光もしくは前記測定光の光路に配
置された光学部材を光軸方向に移動させる駆動手段と、
　駆動手段の駆動を制御すると共に、前記スペクトル情報をフーリエ解析して断層画像を
取得し，表示手段に断層画像を表示させるための制御手段と、
　前記表示手段の画面に表示させる前記被検物の断層像を予め正像又は逆像に設定する像
設定手段と、を備え、
　前記制御手段は、前記駆動手段の駆動を制御し、
　前記光学部材を初期位置から所定方向に移動させていき、各位置にて取得される画像に
対し前記被検物の断層像の有無を判定し、前記断層像が有と判定された場合、前記断層像
が正像か逆像かを判定すると共に、
　前記像設定手段により設定された像でないと判定された場合、前記設定された像が得ら
れる方向に前記光学部材を移動させ、前記設定手段により設定された像であると判定され
た場合、深さ方向における前記断層像の位置が所定の調整位置と一致されるように前記光
学部材を移動させることを特徴とする光断層像撮影装置。
【請求項２】
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請求項１の光断層像撮影装置において、
　前記制御手段は、前記断層像が有と判定された場合、その前記断層像において正像と逆
像が並存状態か否かを判定し、並存状態にあると判定された場合、前記設定された像のみ
が得られる方向に前記光学部材を移動させることを特徴とする光断層像撮影装置。
【請求項３】
請求項１～２のいずれかの光断層像撮影装置において、
　被検物の表面側を観察するための第１モードと、被検物の奥側を観察するための第２モ
ードと、のいずれかを選択するモード選択手段を備え、
　前記像設定手段は、前記モード選択手段より第１モードの選択信号が出力された場合、
前記表示手段の画面上に正像を表示するように設定し、前記モード選択手段より第２モー
ドの選択信号が出力された場合、前記表示手段の画面上に逆像を表示するように設定する
ことを特徴とする光断層像撮影装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検物の断層像を撮影する光断層像撮影装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　被検物の断層像を撮影する光断層像撮影装置として、低コヒーレント光を用いた光断層
干渉計（Optical Coherence Tomography:OCT）が知られている（特許文献１参照）。この
ような装置は、例えば、眼球や皮膚などの生体の断層像を得るために使用される。
【０００３】
　また、このような装置の場合、被検物に照射される測定光と，参照光との干渉光によっ
て形成される断層像を得るためには、光路長可変用の光学部材（例えば、参照ミラー）を
移動させて光路長を調整する必要がある。
【０００４】
　例えば、被検眼眼底の断層画像を撮影する装置の場合、被検眼眼底に照射される測定光
と，参照光との干渉光によって形成される眼底断層像を得るためには、被検眼の眼軸長に
合わせて光路長可変用の光学部材（例えば、参照ミラー）を移動させて光路長を調整する
必要がある。
ここで、前述の光路長調整を自動的に行う手法としては、参照光の光路長が最も短い位置
を初期位置として光路長が長くなる方向に参照ミラーを移動させていき、各移動位置にて
眼底断層像の有無を判定し、判定結果に基づいて参照ミラーを移動させるのが一般的であ
る。
【０００５】
　なお、干渉光を受光することにより得られる検出信号をフーリエ解析することにより眼
底断層像を得る場合、参照ミラーの位置によって眼底断層像の正像と逆像のいずれかが取
得される（像なしの場合もある）が、上記手法においては、参照光の光路長が最も短い位
置もしくは最も長い位置から参照ミラーを移動させることで、はじめに取得される眼底断
層像が正像であるか逆像であるかを予め規定させるものであった。例えば、参照光の光路
長が最も長い位置から参照ミラーを移動させると、はじめに取得される断層像が逆像とな
るため、眼底断層像がありと判定された時点でこれを眼底断層像の逆像とみなし、逆像の
取得位置から正像が取得される方向に参照ミラーを移動させることで、表示モニタ上に正
像を表示させていた。
【特許文献１】特開２００６－２１２１５３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記従来手法の場合、参照光の光路長が最も短い位置もしくは最も長い
位置から光路長可変部材を移動させる必要があったため、光路長調整に時間を要していた



(3) JP 5331395 B2 2013.10.30

10

20

30

40

50

。また、光路長調整中において、予め規定していた断層像（例えば、逆像）の取得位置に
光路長可変部材が置かれたときに被検眼が瞬きをしたような場合、検者が所望する断層像
を表示できなくなる可能性があった。
【０００７】
　本発明は、上記問題点を鑑み、被検物に対する光路長調整をスムーズに行うことができ
る眼底撮影装置を提供することを技術課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明は以下のような構成を備えることを特徴とする。
【０００９】
　（１）　光源から出射された光束を測定光と参照光に分割し、測定光束を被検物に導き
，参照光を参照光学系に導いた後、前記被検物から反射された測定光と参照光とが合成さ
れた光のスペクトル情報を受光素子により検出する干渉光学系と、測定光と参照光の光路
長差を調整するために前記参照光もしくは前記測定光の光路に配置された光学部材を光軸
方向に移動させる駆動手段と、駆動手段の駆動を制御すると共に、前記スペクトル情報を
フーリエ解析して断層画像を取得し，表示手段に断層画像を表示させるための制御手段と
、前記表示手段の画面に表示させる前記被検物の断層像を予め正像又は逆像に設定する像
設定手段と、を備え、前記制御手段は、前記駆動手段の駆動を制御し、前記光学部材を初
期位置から所定方向に移動させていき、各位置にて取得される画像に対し前記被検物の断
層像の有無を判定し、前記断層像が有と判定された場合、前記断層像が正像か逆像かを判
定すると共に、前記像設定手段により設定された像でないと判定された場合、前記設定さ
れた像が得られる方向に前記光学部材を移動させ、前記設定手段により設定された像であ
ると判定された場合、深さ方向における前記断層像の位置が所定の調整位置と一致される
ように前記光学部材を移動させることを特徴とする。
　（２）　（１）の光断層像撮影装置において、前記制御手段は、前記断層像が有と判定
された場合、その前記断層像において正像と逆像が並存状態か否かを判定し、並存状態に
あると判定された場合、前記設定された像のみが得られる方向に前記光学部材を移動させ
ることを特徴とする。
　（３）　（１）～（２）のいずれかの光断層像撮影装置において、被検物の表面側を観
察するための第１モードと、被検物の奥側を観察するための第２モードと、のいずれかを
選択するモード選択手段を備え、前記像設定手段は、前記モード選択手段より第１モード
の選択信号が出力された場合、前記表示手段の画面上に正像を表示するように設定し、前
記モード選択手段より第２モードの選択信号が出力された場合、前記表示手段の画面上に
逆像を表示するように設定することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、被検物に対する光路長調整をスムーズ行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。図１は、本実施形態に係る光断層像撮影
装置の光学系及び制御系を示す図である。なお、以下の説明においては、眼科撮影装置の
一つである眼底撮影装置を例にとって説明する。また、本実施形態においては、被検眼の
奥行き方向をＺ方向（光軸Ｌ１方向）、奥行き方向に垂直な平面上の水平方向成分をＸ方
向、鉛直方向成分をＹ方向として説明する。
【００１２】
　図１において、その光学系は、低コヒーレント長の光の一部を測定光とするとともに低
コヒーレント長の光の一部を参照光とし，参照光と測定光の反射光とを合成し，干渉させ
る干渉光学系（ＯＣＴ光学系）２００と、赤外光によって照明された被検眼眼底を二次元
受光素子にて撮影することによって眼底観察用の眼底画像を取得する眼底観察光学系３０
０と、を備える。干渉光学系２００は、測定光学系２００ａと参照光光学系２００ｂを含
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む。また、干渉光学系２００は、参照光と測定光による干渉光を周波数（波長）毎に分光
し，分光された干渉光を受光手段（本実施形態においては、１次元受光素子）に受光させ
る分光光学系８００を有する。また、ダイクロイックミラー４０は、ＯＣＴ光学系２００
の測定光として用いられる波長成分の光を反射し、眼底観察光学系３００の観察光として
用いられる波長成分の光を透過する特性を有する。
【００１３】
　まず、ダイクロイックミラー４０の反射側に設けられたＯＣＴ光学系２００の構成につ
いて説明する。２７はＯＣＴ光学系２００の測定光及び参照光として用いられる低コヒー
レントな光を発するＯＣＴ光源であり、例えばＳＬＤ光源等が用いられる。ＯＣＴ光源２
７には、例えば、中心波長８４０ｎｍで５０ｎｍの帯域を持つ光源が用いられる。２６は
光分割部材と光結合部材としての役割を兼用するファイバーカップラーである。ＯＣＴ光
源２７から発せられた光は、導光路としての光ファイバ３８ａを介して、ファイバーカッ
プラー２６によって参照光と測定光とに分割される。測定光は光ファイバ３８ｂを介して
被検眼Ｅへと向かい、参照光は光ファイバ３８ｃを介して参照ミラー３１へと向かう。
【００１４】
　測定光を被検眼Ｅへ向けて出射する光路には、測定光を出射する光ファイバ３８ｂの端
部３９ｂ、被検眼の屈折誤差に合わせて光軸方向に移動可能なフォーカシングレンズ２４
、走査駆動機構５１の駆動により眼底上でＸＹ方向に測定光を走査させることが可能な２
つのガルバノミラーの組み合せからなる走査部２３と、リレーレンズ２２が配置されてい
る。ダイクロイックミラー４０及び対物レンズ１０は、ＯＣＴ光学系２００からのＯＣＴ
測定光を被検眼眼底へと導光する導光光学系としての役割を有する。
【００１５】
　光ファイバ３８ｂの端部３９ｂから出射した測定光は、フォーカシングレンズ２４を介
して、走査部２３に達し、２つのガルバノミラーの駆動により反射方向が変えられる。そ
して、走査部２３で反射された測定光は、リレーレンズ２２を介して、ダイクロイックミ
ラー４０で反射された後、対物レンズ１０を介して、被検眼眼底に集光される。
【００１６】
　そして、眼底で反射した測定光は、対物レンズ１０を介して、ダイクロイックミラー４
０で反射し、ＯＣＴ光学系２００に向かい、リレーレンズ２２、走査部２３の２つのガル
バノミラー、フォーカシングレンズ２４を介して、光ファイバ３８ｂの端部３９ｂに入射
する。端部３９ｂに入射した測定光は、光ファイバ３８ｂ、ファイバーカップラー２６、
光ファイバ３８ｄを介して、光ファイバ３８ｄの端部８４ａに達する。
【００１７】
　一方、参照光を参照ミラー３１に向けて出射する光路には、参照光を出射する光ファイ
バ３８ｃの端部３９ｃ、コリメータレンズ２９、参照ミラー３１が配置されている。参照
ミラー３１は、参照光の光路長を変化させるべく、参照ミラー駆動機構５０により光軸方
向に移動可能な構成となっている。
【００１８】
　光ファイバー３８ｃの端部３９ｃから出射した参照光は、コリメータレンズ２９で平行
光束とされ、参照ミラー３１で反射された後、コリメータレンズ２９により集光されて光
ファイバ３８ｃの端部３９ｃに入射する。端部３９ｃに入射した参照光は、光ファイバ３
８ｃを介して、ファイバーカップラー２６に達する。
【００１９】
　そして、光源２７から発せられた光によって前述のように生成される参照光と被検眼眼
底に照射された測定光による眼底反射光は、ファイバーカップラー２６にて合成され干渉
光とされた後、光ファイバ３８ｄを通じて端部８４ａから出射される。周波数毎の干渉信
号を得るために干渉光を周波数成分に分光する分光光学系８００（スペクトロメータ部）
は、コリメータレンズ８０、グレーティングミラー（回折格子）８１、集光レンズ８２、
受光素子８３を有する。受光素子８３は、赤外域に感度を有する一次元素子（ラインセン
サ）を用いている。
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【００２０】
　ここで、端部８４ａから出射された干渉光は、コリメータレンズ８０にて平行光とされ
た後、グレーティングミラー８１にて周波数成分に分光される。そして、周波数成分に分
光された干渉光は、集光レンズ８２を介して、受光素子８３の受光面に集光する。これに
より、受光素子８３上で干渉縞のスペクトル情報が記録される。そして、そのスペクトル
情報が制御部７０へと入力され、フーリエ変換を用いて解析することで、被験者眼の深さ
方向における情報が計測可能となる。ここで、制御部７０は、走査部２３により測定光を
眼底上で所定の横断方向に走査することにより断層画像を取得できる。例えば、Ｘ方向も
しくはＹ方向に走査することにより、被検眼眼底のＸＺ面もしくはＹＺ面における断層画
像を取得できる（なお、本実施形態においては、このように測定光を眼底に対して１次元
走査し、断層画像を得る方式をＢスキャンとする）。なお、取得された断層画像は、制御
部７０に接続されたメモリ７２に記憶される。さらに、測定光をＸＹ方向に２次元的に走
査することにより、被検眼眼底の３次元画像を取得することも可能である。
【００２１】
　より具体的には、制御部７０は、受光素子８３から出力される受光信号に基づいて干渉
光のスペクトル強度を取得し、予めメモリ７２に記憶された受光素子８３の画素位置と波
長λの対応関係を用いて波長λの関数として書き換える。次に、スペクトル強度Ｉ（λ）
を波数ｋ（＝２π／λ）に関して等間隔な関数Ｉ（ｋ）に変換する。
【００２２】
　次に、分散（dispersion）補正について説明する。ここで、分散による影響は、干渉成
分の位相をシフトさせ、各波長の合波信号のピークが下げ、信号に拡がりを持たせる（解
像度が下がる）。
【００２３】
　そこで、分散補正では、波長毎にシフトした位相を戻してやることで、干渉信号の低下
による解像度の低下を補正する。この場合、波数ｋの関数としての位相ずれ量φ（ｋ）を
求めておき、Ｉ（ｋ）・ｅｘｐ-iφ(k)によってｋの値毎に位相のずれを戻す。ここで、
分散補正すべき位相φ（ｋ）は、キャリブレーションによって予め求めることもできるし
、取得された断層画像に対応する位相φ（ｋ）を求めるようにしてもよい。なお、上記の
ようにソフトウェアによって分散補正を行う手法の詳細については、米国特許第６９８０
２９９号公報、特表２００８－５０１１１８号公報、等を参考にされたい。
【００２４】
　なお、キャリブレーションによって予め分散補正データを得る場合、例えば、参照ミラ
ー３１の移動によって参照光の光路長を調整し、正像（網膜表面側の感度が高い）が取得
された状態における眼底断層像に基づいて算出される第１の分散補正データ（位相φ１（
ｋ））と、逆像（脈絡膜側の感度が高い）が取得された状態における眼底断層像に基づい
て算出される第２の分散補正データ（位相φ２（ｋ））をそれぞれ求めておき、メモリ７
２に記憶させる。これにより、正像に対する分散補正を行うための第１の分散補正データ
と、逆像に対する分散補正を行うための第２の分散補正データと、が予め準備される。
【００２５】
　その後、制御部７０は、予め設定された分散補正データによって補正された分散補正後
のスペクトル強度Ｉ（ｋ）をフーリエ変換することにより、被験者眼の深さ方向における
情報が得られる。
【００２６】
　また、取得された断層画像に対応する分散補正データを用いる場合、正像が取得された
状態における眼底断層像に基づいてリアルタイムにて第１の分散補正データ（位相φ１（
ｋ））を算出し、算出された第１の分散補正データによって補正された分散補正後のスペ
クトル強度Ｉ（ｋ）をフーリエ変換することにより、被験者眼の深さ方向における情報を
得る。また、逆像が取得された状態における眼底断層像に基づいてリアルタイムにて第２
の分散補正データ（位相φ２（ｋ））を算出し、算出された第２の分散補正データによっ
て補正された分散補正後のスペクトル強度Ｉ（ｋ）をフーリエ変換することにより、被験
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者眼の深さ方向における情報を得る。なお、上記分散補正処理は、分散補正用の光学部材
を参照光の光路中もしくは測定光の光路中に配置した場合であっても、分散補正の影響を
さらに改善させる目的で使用できる。
【００２７】
　次に、眼底観察光学系３００について説明する。眼底観察光学系３００には、対物レン
ズ１０、撮像レンズ１２、二次元撮像素子１３が配置されている。ここで、図示なき眼底
観察用照明光学系によって照明された眼底からの反射光は、対物レンズ１０、ダイクロイ
ックミラー４０、撮像レンズ１２を経て、二次元撮像素子１３に結像する。そして、２次
元撮像素子１３から出力される撮像信号は、制御部７０へと入力される。そして、制御部
７０は、撮像素子１３によって撮像された眼底画像を表示モニタ７５の画面上に表示する
。撮像素子１３によって撮像された眼底画像は、被検眼眼底の観察や断層画像を取得する
際の被検眼に対するアライメントに利用される。
【００２８】
　また、制御部７０には、表示モニタ７５、メモリ７２、コントロール部７４、参照ミラ
ー駆動機構５０、フォーカシングレンズ２４を光軸方向に移動させるための駆動機構２４
ａ、等が接続されている。なお、コントロール部７４には、測定開始スイッチ７４ａ、測
定位置設定スイッチ７４ｂ、オートコヒーレンススイッチ７４ｃ、モード切換スイッチ７
４ｄ、が設けられている。ここで、オートコヒーレンススイッチ７４ｃが押されると、被
検眼の眼軸長に応じた光路長調整を開始するためのトリガ信号が制御部７０に入力される
。
図２はＯＣＴ光学系２００によって取得（形成）される断層画像の一例を示す図である。
断層画像の画像データＧは、第１の画像データＧ１と第１画像データＧ１のミラーイメー
ジである第２画像データＧ２からなり、測定光と参照光の光路長が一致する深度位置Ｓに
関して互いに対称な画像となっている。ここで、制御部７０は、断層画像の画像データＧ
のうち、第１の画像データＧ１もしくは第２画像データＧ２のいずれかの画像データを抽
出し、モニタ７５の画面上に表示する。なお、本実施形態では、第１の画像データＧ１を
抽出する設定となっている。なお、フーリエドメインＯＣＴを原理とする干渉光学系によ
り得られる眼底断層像は、測定光と参照光との光路長が一致する深度位置（参照ミラー３
１の配置位置に対応する深度位置）での感度（干渉感度）が最も高く、この深度位置から
離れるにしたがって感度が低下していく。このため、当該深度位置に近い眼底部位につい
ては高感度・高解像度の画像が得られるが、当該深度位置から離れた部位については画像
の感度・解像度が低下してしまう。
【００２９】
　そこで、本装置は、検者が所望する眼底部位が高感度・高解像度で観察できるように、
観察部位に応じた撮影モードを設定可能な構成を有している。すなわち、網膜表面側部分
を高感度にて表示する網膜モード（被検眼眼底の表面側を観察するための第１モード）と
、脈絡膜側部分を高感度にて表示する脈絡膜モード（被検眼眼底の奥側を観察するための
第２モード）と、のいずれかが予め設定可能な構成となっており、これらのモードを選択
するためのモード切換スイッチ７４ｄがコントロール部７４に設けられている。そして、
制御部７０は、モード選択信号に応じて参照ミラー３１の移動制御を切り換える。
【００３０】
　この場合、測定光と参照光との光路長が一致する深度位置が網膜表面より前側に形成さ
れるように参照ミラー３１が配置されると、脈絡膜側部分よりも網膜表面側の感度が高い
眼底断層像（正像）が取得される。この場合、第１の画像データＧ１と第１画像データＧ
１のミラーイメージである第２画像データＧ２は向かい合った状態にある。一方、測定光
と参照光との光路長が一致する深度位置が網膜表面より奥側に形成されるように参照ミラ
ー３１が配置されると、網膜表面側よりも脈絡膜側部分の感度が高い眼底断層像（逆像）
が取得される。この場合、第１の画像データＧ１と第１画像データＧ１のミラーイメージ
である第２画像データＧ２は、互いに反対方向を向いた状態にある。
【００３１】
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　ここで、網膜モードの選択信号がモード切換スイッチ７４ｄより入力されると、制御部
７０は、分散の影響を補正するための分散補正値として第１の分散補正値（正像用）をメ
モリ７５から取得し、受光素子８３から出力されるスペクトル強度データを第１の分散補
正値を用いて補正し、補正されたスペクトル強度データをフーリエ変換して断層画像デー
タを形成する。これにより、眼底断層像の正像は、高感度・高解像度の画像にて取得され
、眼底断層像の逆像は、分散補正値の違いにより低解像度のぼやけた像となる。
【００３２】
　また、脈絡膜モードの選択信号がモード切換スイッチ７４ｄより入力されると、制御部
７０は、分散の影響を補正するための分散補正値として第２の分散補正値（逆像用）をメ
モリ７５から取得し、受光素子８３から出力されるスペクトル強度データを第２の分散補
正値を用いて補正し、補正されたスペクトル強度データをフーリエ変換して断層画像デー
タを形成する。これにより、眼底断層像の逆像は、高感度・高解像度の画像にて取得され
、眼底断層像の正像は、分散補正値の違いにより低解像度のぼやけた像となる。
【００３３】
　なお、以下の説明においては、第１の画像データＧ１にて、脈絡膜の部分よりも眼底の
表面部分の方が高感度になっている眼底断層像を正像とし、眼底表面の部分よりも脈絡膜
の部分の方が高感度になっている眼底断層像を逆像として説明する。
【００３４】
　以上のような構成を備える装置において、その動作について説明する。まず、検者は、
図示なき前眼部観察用カメラで撮影された画面で瞳孔中心に測定光軸がくるようにアライ
メントし、被検者に図示なき可動固視灯を注視させ、検者の所望する測定部位に誘導する
。また、検者は、モード切換スイッチ７４ｄを用いて眼底断層像の観察モードを選択する
。なお、以下の説明では、網膜モードに設定された場合の例にとって説明する。
【００３５】
　図３は、眼底観察光学系３００によって取得された眼底観察画像が表示モニタ７５の画
面上に表示されたものである。検者は、表示モニタ７５上の赤外眼底画像に基づいて眼底
にフォーカスを合わせた後、オートコヒーレンススイッチ７４ｃを押す。
制御部７０は、オートコヒーレンススイッチ７４ｃからの操作信号の入力に基づいて駆動
機構５０の駆動を制御して参照ミラー３１を移動させ、眼底断層像の正像が取得されるよ
うに参照光の光路長を調整する。
この場合、制御部８０は、設定した初期位置から参照ミラー３１を一方向に所定ステップ
で移動させ取得される最初の断層像が正像か逆像かを画像処理により判定し、その判定結
果及び観察モードの設定に基づいて参照ミラー３１のその後の移動方向を制御する。
【００３６】
　なお、駆動機構５０の駆動によって光軸方向に移動される参照ミラー３１は、被検眼毎
の眼軸長の違いに対応できるよう、その移動可能範囲が設定されている。図１において、
参照ミラー３１は、参照光の光路長が短くなる方向における移動限界位置Ｋ１から参照光
の光路長が長くなる方向における移動限界位置Ｋ２までの範囲を移動可能である。
【００３７】
　また、自動光路長調整を行うときの参照ミラー３１の初期位置（移動開始位置）は、被
検眼の眼軸長に対応する参照ミラー３１の移動可能範囲の途中位置（光路長が増減ともに
可能な位置）に設定されており、より好ましくは、平均的な眼軸長（例えば、２４ｍｍ）
である被検眼に対応する位置の近傍に設定されている。なお、本実施形態では、平均的な
眼軸長（例えば、２４ｍｍ）の被検眼よりも若干短い眼軸長値（２０ｍｍ）に対応する位
置を初期位置としている。したがって、参照ミラー３１が初期位置に配置された状態にて
、眼軸長が２０ｍｍの被検眼に対して断層画像の取得が行われると、眼底断層像の正像が
取得される。
【００３８】
　ここで、制御部８０は、予め設定された初期位置にて断層画像を取得した後、参照光の
光路長が長くなる方向（参照光光路と測定光光路の光路差が短くなる方向）に参照ミラー
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３１を所定のステップで移動させ、各移動位置における断層画像を順次取得していき、眼
底断層像が取得される位置を探索していく。この場合、制御部７０は、離散的に設定され
た参照ミラー３１の移動位置で参照ミラー３１が停止される度に、その配置位置にて取得
される断層画像を解析し、眼底断層像の有無の判定、及び眼底断層像の正像・逆像の判定
、像位置の検出を行う。
なお、参照ミラー３１を移動させるステップとしては、正像の画像データＧ１の深さ方向
における撮影範囲Ｚ１が２ｍｍであれば、眼底上の撮影領域が約２ｍｍステップで変化さ
れるように参照ミラー３１が移動される。
【００３９】
　以下に、取得される断層画像を画像処理により解析するときの一例を図４のフローチャ
ートを用いて説明する。
【００４０】
　まず、制御部７０は、図５に示すように、断層画像上において深さ方向（Ａスキャン方
向）に走査する複数の走査線を設定し、各走査線上における輝度分布データを求める。図
５においては、断層画像を１０分割し、１０本の分割線を走査線としている。このとき、
断層画像上部に発生するノイズの影響を除去するべく、断層画像の上端付近（例えば、画
像上部の１０％）のデータは対象外とする。また、ノイズの影響を回避するべく、走査線
の左右５点の平均値を走査線のデータとする平滑化処理を行う。また、制御部７０は、正
像のような立ち上がりがはっきりするエッジを浮き出させるため、深さ方向のデータを３
点に１点毎に抽出（間引き処理）する。
【００４１】
　図６は、眼底断層像の深さ方向における輝度分布の変化を示す図である。ここで、制御
部７０は、各走査線に対応する輝度分布から輝度値の最大値（以下、最大輝度値と省略す
る）を算出すると共に、深さ方向における最大輝度値の検出位置を算出し、走査線毎に算
出される算出結果に基づいて断層画像全体における眼底断層像の有無を判定する。この場
合、制御部７０は、各走査線における最大輝度値の平均値を算出し、算出された平均値が
所定の閾値以上（例えば、２５６段階で表される輝度値が３５以上）の場合には眼底断層
像ありと判定し、算出された平均値が所定の閾値未満（例えば、２５６段階で表される輝
度値が３５未満）の場合には眼底断層像なしと判定する。
【００４２】
　参照ミラー３１が初期位置にある状態にて取得された断層画像が眼底断層像なしと判定
された場合、制御部７０は、予め設定された次の移動位置に参照ミラー３１を移動させ、
その移動位置にて取得される断層画像に基づいて眼底断層像の有無を判定する。このよう
にして、制御部７０は、眼底断層像が有りと判定されるまで、所定のステップで参照ミラ
ー３１を移動させていく。なお、制御部７０は、参照ミラー３１が移動限界位置Ｋ２に達
しても、眼底断層像なしと判定された場合、参照ミラー３１を初期位置に復帰させた後、
参照光の光路長が短くなる方向に参照ミラー３１を移動させ、眼底断層像が有り（最初の
断層像取得）と判定されるまで、所定のステップで参照ミラー３１を移動させていく。
【００４３】
　ここで、取得される断層画像が眼底断層像ありと判定された場合、制御部７０は、前述
のように算出される各走査線における最大輝度値の検出位置の平均位置を眼底断層像の像
位置Ｐ１として検出する。そして、制御部７０は、測定光と参照光の光路長が一致する深
度位置Ｓ（第１の画像データの上端位置）から像検出位置Ｐ１までの偏位量Ｌｇを算出す
る。すなわち、測定光と参照光の光路長が一致する深度位置Ｓを基準に眼底断層像の像位
置を検出する（図８参照）。
【００４４】
　そして、制御部７０は、前述のように算出される眼底断層像の像位置Ｐ１が断層画像の
上端付近（例えば、断層画像の上端から１／４に相当する領域）にある場合、眼底断層像
の正像と逆像が並存している状態であると判定するこの場合、制御部７０は、正像のみが
取得される方向（参照光が短くなる方向）に向けて参照ミラー３１を所定量移動させる。
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この場合、正像と逆像が並存している状態から正像のみが取得された状態となるまでの参
照ミラー３１の移動方向及び移動量を実験もしくはシュミレーションにより予め求めてお
き、メモリ７２に記憶しておけばよい。
また、前述のように算出される眼底断層像の像位置Ｐ１が画像上端付近から外れている場
合、制御部７０は、眼底断層像の正像・逆像のいずれか一方のみが断層画像中に存在する
ものとして判定する。この場合、制御部７０は、前述のように算出された輝度分布に基づ
いて走査線毎に正像／逆像の判定を行う。
図７は、走査線上における輝度分布データの一例を示す図であり、図７（ａ）は正像が取
得されるときに輝度分布であり、図７（ｂ）は逆像が取得されるときの輝度分布である。
図７（ａ）にあるように、正像の場合、輝度の立ち上がりが急激であり、逆像の場合、輝
度の立ち上がりが緩やかである。すなわち、正像と逆像では、輝度が高い部分（眼底断層
像に対応する部分）に向けての輝度値の変化（エッジ）が異なる。
【００４５】
　そこで、制御部７０は、各走査線に対応する輝度分布から輝度値の変化量（エッジの立
ち上がり度）を算出し、算出結果に基づいて走査線毎に正像と逆像を判定する。この場合
、制御部７０は、輝度の変化であるエッジの変化量（傾き）が所定の閾値を超えるものを
カウントし、カウントした数が１つ以上であれば正像、カウントした数が０であれば逆像
と判定する。なお、エッジの変化量は、間引き処理により抽出された各深さ位置での輝度
値を用いて、隣接する深さ位置での輝度値の差分をサンプリングすることによって得られ
る。
【００４６】
　次に、制御部７０は、走査線毎の正像・逆像の判定結果に基づいて断層画像全体におけ
る眼底断層像の正像・逆像の判定を行う。ここで、制御部７０は、正像と判定された走査
線が１０本のうち３本以上であれば、眼底断層像を正像と判定し、正像と判定された走査
線が１０本のうち２本以下あれば、眼底断層像を逆像と判定する。
【００４７】
　ここで、取得される眼底断層像が逆像と判定された場合、制御部７０は、正像が取得さ
れる方向（参照光が短くなる方向）に向けて参照ミラー３１を移動させる。このとき、制
御部７０は、前述のように算出される偏位量Ｌｇをゼロにする参照ミラー３１の移動量Ｍ
Ｌを算出し、さらに算出された移動量ＭＬの２倍分（２ＭＬ）参照ミラー３１を移動させ
る。これにより、正像のみが取得された状態となる。この場合、参照ミラー３１が一定量
移動されたときの偏位量Ｌｇの変化量を予め求めておけばよい。これにより、制御部７０
は、深度位置Ｓから像検出位置Ｐ１までの偏位量Ｌｇが所定の偏位量となるように参照ミ
ラー３１を移動させることが可能となり、眼底断層像を所定の表示位置に表示できる。
【００４８】
　また、取得される眼底断層像が正像と判定された場合、制御部７０は、深さ方向におけ
る断層像の像位置が所定の調整位置と一致されるように参照ミラー３１を移動させた後、
参照ミラー３１の移動を停止させる。
【００４９】
　より具体的には、正像の深さ方向における最大輝度値の検出位置を像位置Ｐ１として検
出し、予め設定された光路長調整位置Ｋ（図８中の点線Ｋ参照）と像検出位置Ｐ１との深
さ方向における偏位量Ｌを算出し、その偏位量Ｌが０になるように参照ミラー３１を移動
させた後、参照ミラー３１の移動を停止させる。これにより、被検眼の眼底断層像が所望
する表示位置にてモニタ７５上に表示される。この場合、光路長調整位置Ｋは、測定光と
参照光の光路長が一致する深度位置Ｓ（画像データＧ１の上端位置）から光路長調整位置
Ｋまでの偏位量Ｌｋとして設定すればよい。これにより、制御部７０は、深さ方向におけ
る偏位量Ｌｋと偏位量Ｌｇとの差分を偏位量Ｌとして求めるようにすればよい。
　なお、上記のように眼底断層像が逆像と判定された場合，もしくは眼底断層像の正像と
逆像が並存している状態であると判定された場合、制御部７０は、前述のように正像が取
得される方向（参照光が短くなる方向）に向けて参照ミラー３１を移動させた後、正像の
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みが取得される状態となったら、予め設定された所定の光路長調整位置Ｋ（図８中の点線
Ｋ参照）と像検出位置Ｐ１との偏位量Ｌを算出し、その偏位量が０になるように参照ミラ
ー３１を移動させる。
【００５０】
　ここで、上記のようにして眼底断層像の正像が取得される位置まで参照ミラー３１が移
動され、干渉光学系２００によって正像が取得されると、制御部７０は、表示モニタ７５
上の所定の表示位置に眼底断層像の正像を表示する。ここで取得される断層像は、正像取
得用に設定される第１の分散補正データによって補正処理されている。よって、コントラ
ストの高い鮮明な眼底断層像の正像がモニタ７５上に表示される。これにより、検者は、
被検眼眼底の網膜付近を高い感度にて観察可能となる。
【００５１】
　なお、制御部７０は、モニタ７５の画面上に眼底断層像を表示するとき、網膜表面部分
が表示画面の上側に表示されるように、モニタ７５の表示を制御する。ここで、網膜モー
ドの選択信号が入力された場合、抽出された第１の画像データＧ１を反転処理せずに表示
する。
【００５２】
　以上のような構成とすれば、参照ミラー３１の移動可能範囲の途中位置から参照ミラー
を移動させるようにしても、取得される眼底断層像が正像か逆像かを画像処理により判定
できるため、所望するＯＣＴ断層像を得るまでの光路長調整を短時間で行うことができる
。よって、検者は、スムーズに断層画像の観察に移行出来る。また、被験者の負担を軽減
できる。
【００５３】
　また、取得される眼底断層像が正像か逆像かを画像処理により判定できるため、光路長
調整中に被検眼が瞬きをした場合であっても、検者が所望する断層像をスムーズに得るこ
とができる。
【００５４】
　なお、以上の説明においては、光路長可変用部材としての参照ミラー３１の移動により
参照光の光路長を変化させて測定光との光路長を調整するものとしたが、コリメータレン
ズ２９及びファイバー端部３９ｃを一体的に移動させるようにしてもよい（特開２００７
－１５１６２２号公報参照）。
　また、測定光の光路長と参照光の光路長との光路差を変更するための構成としては、測
定光の光路長を変化させて参照光との光路長を調整するような構成としてもよい。例えば
、図１の光学系において、参照ミラー３１を固定とし、リレーレンズ２４とファイバー端
部３９ｂとを一体的に移動させることにより参照光の光路長に対して測定光の光路長を変
化させるような構成が考えられる。
【００５５】
　なお、上記のようにして被検眼眼底の網膜部位における観察が行われ、次に、網膜モー
ドから脈絡膜モードへのモード切換信号がモード切換スイッチ７４ｄより入力されると、
制御部７０は、第２の分散補正値を用いて補正されるスペクトル強度に基づく断層画像を
得る。
【００５６】
　ここで、制御部７０は、逆像が取得される方向（参照光が長くなる方向）に向けて参照
ミラー３１を移動させていき、逆像が取得されるまで参照ミラー３１を移動させる。この
とき、制御部７０は、参照ミラー３１を移動させる前に、正像の深さ方向における最大輝
度値の検出位置を像位置Ｐ１として検出し、測定光と参照光の光路長が一致する深度位置
Ｓから像検出位置Ｐ１までの偏位量Ｌｇを算出する。そして、制御部７０は、算出された
偏位量Ｌｇをゼロにする参照ミラー３１の移動量ＭＬを算出し、さらに算出された移動量
ＭＬの２倍分（２ＭＬ）参照ミラー３１を移動させる。これにより、逆像が取得された状
態となる。
【００５７】
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　上記のようにして眼底断層像の逆像が取得される位置まで参照ミラー３１が移動され、
干渉光学系２００によって逆像が取得されると、制御部７０は、表示モニタ７５上の所定
の表示位置に眼底断層像の逆像を表示する。なお、脈絡膜モードの選択信号が入力された
場合、抽出された第１の画像データＧ１を上下方向に反転処理して表示する。この場合、
制御部７０は、網膜モードでは、第１の画像データＧ１を抽出してモニタ７５に表示し、
脈絡膜モードでは、第２の画像データＧ２を抽出してモニタ７５に表示するようにしても
よい。
【００５８】
　ここで取得される断層像は、逆像取得用に設定される第２の分散補正データによって補
正処理されている。よって、コントラストの高い鮮明な眼底断層像の逆像がモニタ７５上
に表示される。これにより、検者は、被検眼眼底の脈絡膜付近を高い感度にて観察可能と
なる。
【００５９】
　なお、眼底断層像の正像／逆像の判定を行う場合、前述の手法に限るものではなく、眼
底断層像の正像が取得されたときの断層画像における輝度分布と眼底断層像の逆像が取得
されたときの断層画像における輝度分布と比較し、その比較結果を考慮して正像／逆像の
判定が可能な判定条件を設定すればよい。例えば、深さ方向における最大輝度値に対する
半値幅が所定の許容幅を超えるか否かを判定条件として用いることが考えられる。
【００６０】
　また、以上の説明においては、断層画像における輝度分布を利用して眼底断層像の正像
／逆像の判定を行うものとしたが、眼底断層像の正像が取得されたときの断層画像の断面
形状と眼底断層像の逆像が取得されたときの断層画像における断面形状とを比較し、その
比較結果を考慮して正像／逆像の判定が可能な判定条件を設定するようにしてもよい。例
えば、正像と逆像が深さ方向に対称な画像であることを利用する。より具体的には、眼底
断層像の第１の画像データＧ１から網膜色素上皮部分を画像処理（例えば、網膜色素上皮
の輝度値に対応するような所定の閾値を超える輝度値のデータを抽出する）により抽出し
、抽出された網膜色素上皮部分の曲線形状に基づいて正像／逆像を判定するようにしても
よい。
【００６１】
　また、以上の説明においては、眼底撮影装置を例にとって説明したが、これに限るもの
ではなく、被検眼の所定部位を撮影する眼科撮影装置であれば、本発明の適用が可能であ
る。例えば、被検眼前眼部の断層画像を撮影する前眼部撮影装置においても本発明の適用
が可能である。
【００６２】
　また、眼科撮影装置への適用に限るものではなく、眼以外の生体（例えば、皮膚、血管
）、もしくは生体以外の試料、等の断層像を撮影する光断層像撮影装置においても、本発
明の適用が可能である。この場合、被検物の表面側が高感度になっている断層像を正像、
被検物の奥側が高感度になっている断層像を逆像として考えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】本実施形態に係る光断層像撮影装置の光学系及び制御系を示す図である。
【図２】ＯＣＴ光学系によって取得される断層画像の一例を示す図である。
【図３】眼底観察光学系によって取得された眼底観察画像が表示モニタの画面上に表示さ
れたものである。
【図４】取得される断層画像を画像処理により解析するときの一例を示すフローチャート
である。
【図５】断層画像の輝度分布データを求めるために断層画像上を走査される走査線につい
て説明する図である。
【図６】眼底断層像の深さ方向における輝度分布の変化を示す図である。
【図７】走査線上における輝度分布データの一例を示す図である。
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【図８】断層画像を所定の表示位置に表示させるときの制御について説明する図である。
【符号の説明】
【００６４】
　２３　走査部
　２７　ＯＣＴ光源
　３１　参照ミラー
　５０　駆動機構
　６３ａ　第１駆動機構
　６３　走査部
　７０　制御部
　７５　表示モニタ
　８３　受光素子
　２００　ＯＣＴ光学系
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